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Ｄ Ｐ Ｉ
でぃーぴーあい

北海道
ほっかいどう

ブロック
ぶ ろ っ く

会議
かいぎ

会議
かいぎ

 定款
ていかん

  

第 1 章
だい  しょう

  総 則
そうそく

 

（ 名 称
めいしょう

） 

第 1 条
だい  じょう

 この団 体
だんたい

は、Ｄ Ｐ Ｉ
でぃーぴーあい

北 海 道
ほっかいどう

ブロック
ぶ ろ っ く

会議
かいぎ

（ 略 称
りゃくしょう

 D P I
でぃーぴーあい

北 海 道
ほっかいどう

） と 称 す る
しょう     

。 

(2)  この団 体
だんたい

の英 文
えいぶん

団 体 名
だんたいめい

は、D P I
でぃーぴーあい

-Japan
じゃぱん

 Hokkaido
ほっかいどう

 Local
ろーかる

 Assembly
あせんぶり

 とし、その 略 称
りゃくしょう

は D P I
でぃーぴーあい

-Japan
じゃぱん

 Hokkaido
ほっかいどう

とする。 

（事務所
じむしょ

）  

第 2 条
だい じょう

  この団 体
だんたい

は、主
しゅ

たる事務所
じむしょ

を北 海 道
ほっかいどう

札幌市
さっぽろし

西区
にしく

に置く
お  

。 

 

第 2 章
だい  しょう

  目 的
もくてき

及 び
およ  

事 業
じぎょう

 

（目 的
もくてき

） 

第 3 条
だい  じょう

  この団 体
だんたい

は、 D P I
でぃーぴーあい

日本
にほん

会議
かいぎ

の地方
ちほう

組織
そしき

として、道 内
どうない

の 障 害 者
しょうがいしゃ

団 体
だんたい

を通 じ
つう  

、

障 害 者
しょうがいしゃ

並 び
なら  

に 障 害 者
しょうがいしゃ

団 体
だんたい

に対して
たい   

、 障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

の立場
たちば

から 障 害 者
しょうがいしゃ

団 体
だんたい

の

育 成
いくせい

、 障 害 者
しょうがいしゃ

に関する
かん   

施策
しさく

の 研 究
けんきゅう

と普 及
ふきゅう

、並 び
なら  

に海 外
かいがい

及 び
およ  

道 外
みちそと

の 障 害 者
しょうがいしゃ

団 体
だんたい

及 び
およ  

障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

との 協 力
きょうりょく

活 動
かつどう

等
など

に関 す る
かん    

事 業
じぎょう

を 行 い
おこな   

、 障 害 者
しょうがいしゃ

の

権利
けんり

擁護
ようご

を図 る
はか  

ことで個人
こじん

の独 立
どくりつ

と尊 厳
そんげん

等
など

人 権
じんけん

が守 ら れ る
まも      

社 会
しゃかい

の実 現
じつげん

に寄与
き よ

する

ことを目 的
もくてき

とする。 

（活 動
かつどう

の種 類
しゅるい

） 

第 4 条
だい  じょう

  この団 体
だんたい

は、前 条
ぜんじょう

の目 的
もくてき

を達 成
たっせい

するため、次
つぎ

に掲げる
かか   

種 類
しゅるい

の非営利
ひえいり

活 動
かつどう

を 行 う
おこな  

。 

（1） 保健
ほけん

、医 療
いりょう

又
また

は福祉
ふくし

の増 進
ぞうしん

を図 る
はか  

活 動
かつどう

 

（2） 社 会
しゃかい

教 育
きょういく

の推 進
すいしん

を図 る
はか  

活 動
かつどう

 

（3） まちづくりの推 進
すいしん

を図 る
はか  

活 動
かつどう

 

（4） 人 権
じんけん

の擁護
ようご

又
また

は平和
へいわ

の推 進
すいしん

を図 る
はか  

活 動
かつどう

 

（5） 国 際
こくさい

協 力
きょうりょく

の活 動
かつどう

 

（6） 前 各 号
まえかくごう

に掲げる
かか   

活 動
かつどう

を 行 う
おこな  

団 体
だんたい

の運 営
うんえい

又
また

は活 動
かつどう

に関する
かん   

連 絡
れんらく

、助 言
じょげん

又
また

は援 助
えんじょ

の活 動
かつどう

 

（7） その他
た

、必 要
ひつよう

な事 業
じぎょう

 

（事 業
じぎょう

） 

第 5 条
だい  じょう

  この団 体
だんたい

は、 第 3 条
だい  じょう

の目 的
もくてき

を達 成
たっせい

するため、次
つぎ

の事 業
じぎょう

を 行 う
おこな  

。 

（1） 非営利
ひえいり

活 動
かつどう

に 係 る
かかわ  

事 業
じぎょう
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① 障 害 者
しょうがいしゃ

に関わる
かか   

施策
しさく

の調 査
ちょうさ

研 究
けんきゅう

事 業
じぎょう

 

② 障 害 者
しょうがいしゃ

に関わる
かか   

施策
しさく

の普 及
ふきゅう

啓 発
けいはつ

事 業
じぎょう

 

③ 障 害 者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

擁護
ようご

に関 す る
かん    

事 業
じぎょう

 

④ 障 害 者
しょうがいしゃ

団 体
だんたい

育 成
いくせい

事 業
じぎょう

 

⑤ 海 外
かいがい

の 障 害 者
しょうがいしゃ

に関 す る
かん    

協 力
きょうりょく

等
など

の事 業
じぎょう

 

⑥ 前 号
ぜんごう

の各 事 業
かくじぎょう

を推 進
すいしん

するための基金
ききん

事 業
じぎょう

 

（２）その他
   た

の事 業
じぎょう

 

① 物 品
ぶっぴん

販 売
はんばい

による 収 益
しゅうえき

事 業
じぎょう

 

② この団 体
だんたい

の 名 称
めいしょう

を付与
ふ よ

した 商 品
しょうひん

からロイヤリティー
ろ い や り て ぃ ー

を得る
え  

収 益
しゅうえき

事 業
じぎょう

 その他
た

の事 業
じぎょう

から

生 じ た
しょう    

収 益
しゅうえき

は、この団 体
だんたい

が 行 う
おこな  

非営利
ひえいり

活 動
かつどう

に 係 る
かかわ  

事 業
じぎょう

に充てなければ
あ     

ならない。 

 

第 3 章
だい  しょう

  会 員
かいいん

 

（種 別
しゅべつ

） 

第 6 条
だい  じょう

   この団 体
だんたい

の会 員
かいいん

は、次
つぎ

の３ 種
  しゅ

とし、正 会 員
せいかいいん

をもって総 会
そうかい

を成 立
せいりつ

する。 

（1） 正 会 員
せいかいいん

（団 体
だんたい

）  障 害 者
しょうがいしゃ

が執 行
しっこう

機関
きかん

の過半数
かはんすう

を占める
し   

団 体
だんたい

であって、この団 体
だんたい

の目 的
もくてき

に賛 同
さんどう

し、活 動
かつどう

に参加
さんか

する意志
い し

を持って
も   

入 会
にゅうかい

した団 体
だんたい

 

（2） 未来
みらい

会 員
かいいん

（個人
こじん

）   障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

であって、障 害 者
しょうがいしゃ

団 体
だんたい

の設 立
せつりつ

及 び
およ  

障 害 者
しょうがいしゃ

運 動
うんどう

の

推 進
すいしん

する意志
い し

を 持って
も   

入 会
にゅうかい

した個人
こじん

 

（3） 賛 助
さんじょ

会 員
かいいん

 この団 体
だんたい

の目 的
もくてき

に賛 同
さんどう

して、 協 力
きょうりょく

を 行 う
おこな    

個人
こじん

及び
およ  

団 体
だんたい

 

（ 入 会
にゅうかい

） 

第 7 条
だい  じょう

  正 会 員
せいかいいん

及 び
およ  

その他
  た

の会 員
かいいん

として 入 会
にゅうかい

しようとするものは、その旨
むね

を記載
きさい

した 入 会
にゅうかい

申 込 書
もうしこみしょ

等
など

を議 長
ぎちょう

に 提 出
ていしゅつ

または報 告
ほうこく

するものとする。 

2 議 長
ぎちょう

は、 入 会
にゅうかい

申 込 書
もうしこみしょ

（正 会 員
せいかいいん

）を理事会
りじかい

に諮り
はか  

、正 当
せいとう

な理由
りゆう

がない限り
かぎ  

入 会
にゅうかい

を

承 認
しょうにん

する。 

3 議 長
ぎちょう

は、その他
  た

の会 員
かいいん

として 入 会
にゅうかい

の申し出
もう  で

があった場合
ばあい

は、 住 所
じゅうしょ

、団 体 名
だんたいめい

、氏名
しめい

、

連 絡 先
れんらくさき

等
など

の必 要
ひつよう

な項 目
こうもく

を確 認
かくにん

して賛 助
さんじょ

会費
かいひ

の 入 金
にゅうきん

を確 認
かくにん

して 入 会
にゅうかい

を 承 認
しょうにん

す

る。 

4 議 長
ぎちょう

は、前 項
ぜんこう

の者
もの

の 入 会
にゅうかい

を認めない
みと     

ときは、速 や か
すみ    

に、理由
りゆう

を付した
ふ   

書 面
しょめん

をもって

本 人
ほんにん

にその旨
むね

を通知
つうち

しなければならない。 

（会費
かいひ

） 
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第 8 条
だい  じょう

    正 会 員
せいかいいん

及び
およ  

その他
   た

の会 員
かいいん

は、理事会
りじかい

において別
べつ

に定める
さだ     

会費
かいひ

を 納 入
のうにゅう

しなければ

ならない。  

 

（会 員
かいいん

の資格
しかく

の喪 失
そうしつ

）  

第 9 条
だい  じょう

    正 会 員
せいかいいん

及び
およ  

その他
   た

の会 員
かいいん

が次
つぎ

の各 号
かくごう

の 一
ひとつ

に該 当
がいとう

するに至 っ た
いた    

ときは、その

資格
しかく

を喪 失
そうしつ

する。 

（1） 退 会 届
たいかいとどけ

の提
てい

出
しゅつ

をしたとき。 

（2） 会 員
かいいん

である団 体
だんたい

が 消 滅
しょうめつ

したとき。  

（3） 正 当
せいとう

な理由
りゆう

なく会費
かいひ

を滞 納
たいのう

し、催 告
さいこく

を受けて
う   

もそれに応 じ ず
おう    

、 納 入
のうにゅう

しないとき。 

（4） 除 名
じょめい

されたとき。 

（退 会
たいかい

） 

第 1 0 条
だい   じょう

   正 会 員
せいかいいん

及 び
およ  

その他
  た

の会 員
かいいん

は、議 長
ぎちょう

が別
べつ

に定める
さだ   

退 会 届
たいかいとどけ

を議 長
ぎちょう

に 提 出
ていしゅつ

して、

任意
にんい

に退 会
たいかい

することができる。 

（除 名
じょめい

）  

第 1 1 条
だい  じょう

     会 員
かいいん

が次
つぎ

の各 号
かくごう

の 一
ひとつ

に該 当
がいとう

するに至 っ た
いた    

ときは、総 会
そうかい

の議決
ぎけつ

により、これを

除 名
じょめい

することができる。この場合
ばあい

、その会 員
かいいん

に対 し
たい  

、議決
ぎけつ

の前
まえ

に弁 明
べんめい

の機会
きかい

を

与 え
あた  

なければならない。 

（1） この定 款
ていかん

に違反
いはん

したとき。 

（2） この団 体
だんたい

の名誉
めいよ

を傷 つ け
きず    

、又
また

は目 的
もくてき

に反 す る
はん    

行為
こうい

をしたとき。 

（ 拠 出
きょしゅつ

金 品
きんぴん

の不返還
ふへんかん

） 

第 1 2 条
だい   じょう

    既納
きのう

の会費
かいひ

及 び
およ  

その他
  た

の 拠 出
きょしゅつ

金 品
きんぴん

は、返 還
へんかん

しない。 

第 4 章
だい  しょう

  役 員
やくいん

及 び
およ  

職 員
しょくいん

 

（種 別
しゅべつ

及 び
およ  

定 数
ていすう

） 

第 1 3 条
だい   じょう

    この団 体
だんたい

に次
つぎ

の役 員
やくいん

及 び
およ  

理事
り じ

を置く
お  

。 

（1） 理事
り じ

 １０人
   にん

以 上
いじょう

 ２５人
   にん

以内
いない

 

（2） 監事
かんじ

 ３ 人
  にん

以内
いない

2 理事
り じ

のうち、 1
ひと

人
り

を議 長
ぎちょう

、若 干 名
じゃっかんめい

を副 議 長
ふくぎちょう

、１人
ひとり

を事務
じ む

局 長
きょくちょう

、若 干 名
じゃっかんめい

を事務局
じむきょく

次 長
じちょう

とすることができる。 

（選任等） 

 第 1 4 条
だい  じょう

     理事
り じ

及 び
およ  

監事
かんじ

は、総 会
そうかい

において選 任
せんにん

する。ただし、理事会
りじかい

において必 要
ひつよう

が

認められる
みと      

場合
ばあい

においては、第 １ ３ 条
だい   じょう

で規定
きてい

する人 数
にんずう

を限度
げんど

として、理事
り じ

を理事会
りじかい
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で選 任
せんにん

し、総 会
そうかい

に報 告
ほうこく

する。 

2     議 長
ぎちょう

、副 議 長
ふくぎちょう

、事務
じ む

局 長
きょくちょう

及 び
およ  

事務局
じむきょく

次 長
じちょう

は、理事
り じ

の互選
ごせん

とする。 

3     役 員
やくいん

のうちには、それぞれの役 員
やくいん

について、その配 偶 者
はいぐうしゃ

若しく
も   

は3親
しん

等
とう

以内
いない

の

親 族
しんぞく

が 1
ひと

人
り

を超えて
こ   

含まれ
ふく   

、又
また

は当 該
とうがい

役 員
やくいん

並 び
なら  

にその配 偶 者
はいぐうしゃ

及 び
およ  

3親
しん

等
とう

以内
いない

の親 族
しんぞく

が役 員
やくいん

の総 数
そうすう

の3分
ぷん

の1を超えて
こ   

含まれる
ふく     

ことになってはならない。  

4     監事
かんじ

は、理事
り じ

又
また

はこの団 体
だんたい

の 職 員
しょくいん

を兼ねる
かね   

ことができない。 

（職 務
しょくむ

） 

第 1 5 条
だい   じょう

    議 長
ぎちょう

は、この団 体
だんたい

を 代 表
だいひょう

し、その業 務
ぎょうむ

を総理
そうり

する。 

2     副 議 長
ふくぎちょう

は、議 長
ぎちょう

を補佐
ほ さ

し、議 長
ぎちょう

に事故
じ こ

あるとき又
また

は議 長
ぎちょう

が欠けた
か   

ときは、あらか

じめ定 め た
さだ    

順 序
じゅんじょ

職 務
しょくむ

を代 行
だいこう

する。 

3     事務
じ む

局 長
きょくちょう

は、理事会
り じ か い

の任務
に ん む

遂行
すいこう

に必要
ひつよう

な実務
じ つ む

を統括
とうかつ

する。 

4     事務局
じむきょく

次長
じちょう

は、事務
じ む

局 長
きょくちょう

を補佐
ほ さ

し、理事会
り じ か い

の任務
に ん む

遂 行
すいこう

に必 要
ひつよう

な実務
じつむ

を執 行
しっこう

する。 

5     理事
り じ

は、理事会
りじかい

を構 成
こうせい

し、この定 款
ていかん

の定 め
さだ  

及 び
およ  

理事会
りじかい

の議決
ぎけつ

に基づき
もと   

、この団 体
だんたい

の業 務
ぎょうむ

を執 行
しっこう

する。 

6     監事
かんじ

は、次
つぎ

に掲げる
かか   

職 務
しょくむ

を 行 う
おこな  

。  

（1） 理事
り じ

の業 務
ぎょうむ

執 行
しっこう

の 状 況
じょうきょう

を監査
かんさ

すること。 

（2） この団 体
だんたい

の財 産
ざいさん

の 状 況
じょうきょう

を監査
かんさ

すること。 

（3） 前
ぜん

2号
ごう

の規定
きてい

による監査
かんさ

の結果
けっか

、この法 人
ほうじん

の業 務
ぎょうむ

又
また

は財 産
ざいさん

に関 し
かん  

不正
ふせい

の行為
こうい

又
また

は

法 令
ほうれい

若しく
も   

は定 款
ていかん

に違反
いはん

する 重 大
じゅうだい

な事実
じじつ

があることを発 見
はっけん

した場合
ばあい

には、これを

総 会
そうかい

に報 告
ほうこく

すること。 

（4） 前 号
ぜんごう

の報 告
ほうこく

をするため必 要
ひつよう

がある場合
ばあい

には、総 会
そうかい

を 招 集
しょうしゅう

すること。  

（5） 理事
り じ

の業 務
ぎょうむ

執 行
しっこう

の 状 況
じょうきょう

又
また

はこの団 体
だんたい

の財 産
ざいさん

の 状 況
じょうきょう

について、理事
り じ

に意見
いけん

を

述べ
の  

、若しく
も   

は理
り

事会
じかい

の 招 集
しょうしゅう

を 請 求
せいきゅう

すること。 

（任期
にんき

等
など

） 

 第 1 6 条
だい   じょう

   役 員
やくいん

の任期
にんき

は、１ 年
  ねん

とする。ただし、再 任
さいにん

を 妨 げ な い
さまた       

。  

2   補欠
ほけつ

のため、又
また

は増 員
ぞういん

によって 就 任
しゅうにん

した役 員
やくいん

の任期
にんき

は、それぞれの前 任 者
ぜんにんしゃ

又
また

は

現 任 者
げんにんしゃ

の任期
にんき

の残 存
ざんぞん

期間
きかん

とする。 

3   役 員
やくいん

は、辞任
じにん

又
また

は任期満了後
にんきまんりょうご

においても、後 任 者
こうにんしゃ

が 就 任
しゅうにん

するまでは、その職 務
しょくむ

を

行 わ な け れ ば
おこな             

ならない。 

（欠 員
けついん

補 充
ほじゅう

） 

第 1 7 条
だい  じょう

     理事
り じ

又
また

は監事
かんじ

のうち、その定 数
ていすう

の3分
ぷん

の1を超える
こ   

者
もの

が欠けた
か   

ときは、遅滞
ちたい

なくこれ
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を補 充
ほじゅう

しなければならない。 

（解 任
かいにん

） 

第 1 8 条
だい   じょう

   役 員
やくいん

が次
つぎ

の各 号
かくごう

の 一
ひとつ

に該 当
がいとう

するに至った
いた   

ときは、総 会
そうかい

の議決
ぎけつ

により、これを解 任
かいにん

することができる。この場合
ばあい

、その役 員
やくいん

に対し
たい  

、議決
ぎけつ

する前
まえ

に弁 明
べんめい

の機会
きかい

を

与えなければ
あた            

ならない。 

（1） 職 務
しょくむ

の遂 行
すいこう

に堪えない
た    

と認められる
みと           

とき。 

（2） 職 務 上
しょくむじょう

の義務
ぎ む

違反
いはん

その他
   た

役 員
やくいん

としてふさわしくない行為
こうい

があったとき。 

（ 報 酬
ほうしゅう

等
など

）  

第 1 9 条
だい     じょう

          役 員
やくいん

は、その総 数
そうすう

の3分
ぷん

の1以下
い か

の範囲内
はんいない

で 報 酬
ほうしゅう

を受ける
う    

ことができる。 

2    役 員
やくいん

には、その職 務
しょくむ

を執 行
しっこう

するために要した
よう      

費用
ひよう

を 弁 償
べんしょう

することができる。 

3    前
ぜん

2項
こう

に関して
かん     

必 要
ひつよう

な事項
じこう

は、理事会
りじかい

の議決
ぎけつ

を経て
へ  

、議 長
ぎちょう

が別
べつ

に定める
さだ      

。 

（事務局
じむきょく

及び
およ  

職 員
しょくいん

） 

第 2 0 条
だい    じょう

          この団 体
だんたい

に、事務
じ む

を処理
しょり

するため事務局
じむきょく

を設け
もう  

、必要な職員を置く。 

2    職 員
しょくいん

は事務
じ む

局 長
きょくちょう

が任 免
にんめん

する。3 事務局
じむきょく

の組織
そしき

及び
およ   

運 営
うんえい

に関する
かん      

必 要
ひつよう

な事項
じこう

は、

理事会
りじかい

の議決
ぎけつ

を経て
へ   

議 長
ぎちょう

が別
べつ

に定める。 

第 5 章
だい    しょう

  総 会
そうかい

 

（種 別
しゅべつ

） 

第 2 1 条
だい    じょう

           この団 体
だんたい

の総 会
そうかい

は、 通 常
つうじょう

総 会
そうかい

及び
およ   

臨時
りんじ

総 会
そうかい

の2種
しゅ

とする。  

（構 成
こうせい

） 

第 2 2 条
だい     じょう

           総 会
そうかい

は、正 会 員
せいかいいん

をもって構 成
こうせい

する。 

（権 能
けんのう

） 

第 2 3 条
だい     じょう

           総 会
そうかい

は、以下
い か

の事項
じこう

について議決
ぎけつ

する。 

（1） 定 款
ていかん

の変 更
へんこう

  

（2） 解 散
かいさん

 

（3） 事 業
じぎょう

報 告
ほうこく

及び
およ   

収 支
しゅうし

決 算
けっさん

  

（4） 役 員
やくいん

の選 任
せんにん

又
また

は解 任
かいにん

  

（5） その他
   た

運 営
うんえい

に関する
かん       

重 要
じゅうよう

事項
じこう

 

（開 催
かいさい

） 

第 2 4 条
だい    じょう

           通 常
つうじょう

総 会
そうかい

は、毎 年
まいとし

１回
   かい

開 催
かいさい

する。  

2        臨時
りんじ

総 会
そうかい

は、次
つぎ

の各 号
かくごう

の 一
ひとつ

に該 当
がいとう

する場合
ばあい

に開 催
かいさい

する。  

（1） 理事会
りじかい

が必 要
ひつよう

と認 め
みと  

招 集
しょうしゅう

の 請 求
せいきゅう

をしたとき。  
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（2） 正 会 員
せいかいいん

総 数
そうすう

の３ 分
  ぶん

の１以 上
いじょう

から会議
かいぎ

の目 的
もくてき

である事項
じこう

を記載
きさい

した書 面
しょめん

をもって

招 集
しょうしゅう

の 請 求
せいきゅう

があったとき。 

（3） 第 1 5 条
だい   じょう

第 6 項
だい  こう

第 4 号
だい  ごう

の規定
きてい

により、監事
かんじ

から 招 集
しょうしゅう

があったとき。 

（ 招 集
しょうしゅう

） 

第 2 5 条
だい   じょう

        総 会
そうかい

は、 前 条
ぜんじょう

第 2 項
だい  こう

第 3 号
だい  ごう

の場合
ばあい

を除 き
のぞ  

、議 長
ぎちょう

が 招 集
しょうしゅう

する。 

2    議 長
ぎちょう

は、前 条
ぜんじょう

第 2 項
だい  こう

第 1 号
だい  ごう

及 び
およ  

第 2 号
だい  ごう

の規定
きてい

による 請 求
せいきゅう

があったときは、そ

の日
ひ

から14日
にち

以内
いない

に臨時
りんじ

総 会
そうかい

を 招 集
しょうしゅう

しなければならない。  

3    総 会
そうかい

を 招 集
しょうしゅう

するときは、会議
かいぎ

の日時
にちじ

、場所
ばしょ

、目 的
もくてき

及 び
およ  

審議
しんぎ

事項
じこう

を記載
きさい

した書 面
しょめん

を

もって、少 な く
すく    

とも５日前
いつかまえ

までに通知
つうち

しなければならない。  

（総 会
そうかい

の議 長
ぎちょう

） 

第 2 6 条
だい   じょう

      総 会
そうかい

の議 長
ぎちょう

は、その総 会
そうかい

において、 出 席
しゅっせき

した正 会 員
せいかいいん

の中
なか

から 選 出
せんしゅつ

する。 

（定 足 数
ていそくすう

）  

第 2 7 条
だい  じょう

    総 会
そうかい

は、正会員総数の２分の１以上の出席がなければ開会することができない。 

（議決
ぎけつ

） 

第 2 8 条
だい   じょう

       総 会
そうかい

における議決
ぎけつ

事項
じこう

は、第 2 5 条
だい   じょう

第 3 項
だい  こう

の規定
きてい

によってあらかじめ通知
つうち

した事項
じこう

とする。ただし、議事
ぎ じ

が 緊 急
きんきゅう

を要 す る
よう    

もので、出 席
しゅっせき

した正 会 員
せいかいいん

の２ 分
  ぷん

の１以 上
いじょう

の同意
どうい

があった場合
ばあい

は、この限 り
かぎ  

ではない。     

2     総 会
そうかい

の議事
ぎ じ

は、この定 款
ていかん

に規定
きてい

するもののほか、出 席
しゅっせき

した正 会 員
せいかいいん

の過半数
かはんすう

をもっ

て決 し
けっ  

、可否
か ひ

同
どう

数
かず

のときは、総 会
そうかい

の議 長
ぎちょう

の決する
けっ   

ところによる。 

（ 表 決 権
ひょうけつけん

等
など

） 

第 2 9 条
だい  じょう

         各 正 会 員
かくせいかいいん

の 表 決 権
ひょうけつけん

は、 平 等
びょうどう

なるものとする。  

2      やむを得ない
え   

理由
りゆう

のため総 会
そうかい

に 出 席
しゅっせき

できない正 会 員
せいかいいん

は、あらかじめ通知
つうち

され

た事項
じこう

について書 面
しょめん

をもって 表 決
ひょうけつ

し、又
また

は他
た

の正 会 員
せいかいいん

を代理人
だいりにん

として

表 決
ひょうけつ

を委任
いにん

することができる。 

3      前 項
ぜんこう

の規定
きてい

により 表 決
ひょうけつ

した正 会 員
せいかいいん

は、前
ぜん

2 条
じょう

及 び
およ  

次
じ

条
じょう

第 1 項
だい  こう

の適 用
てきよう

については、総 会
そうかい

に 出 席
しゅっせき

したものとみなす。 

4      総 会
そうかい

の議決
ぎけつ

について、特 別
とくべつ

の利害
りがい

関 係
かんけい

を有する
ゆう   

正 会 員
せいかいいん

は、その議事
ぎ じ

の議決
ぎけつ

に

加わる
くわ   

ことができない。 

（議事録
ぎじろく

）  

第 3 0 条
だい   じょう

          総 会
そうかい

の議事
ぎ じ

については、次
つぎ

の事項
じこう

を記載
きさい

した議事録
ぎじろく

を作 成
さくせい

しなければならない。 

（1） 日時
にちじ

及 び
およ  

場所
ばしょ
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（2） 正 会 員
せいかいいん

総 数
そうすう

及 び
およ  

出 席 者 数
しゅっせきしゃすう

（書 面
しょめん

表 決 者
ひょうけつしゃ

又
また

は 表 決
ひょうけつ

委任者
いにんしゃ

がある場合
ばあい

にあっては、そ

の数
かず

を付記
ふ き

すること。）  

（3） 審議
しんぎ

事項
じこう

 

（4） 議事
ぎ じ

の経過
けいか

の概 要
がいよう

及 び
およ  

議決
ぎけつ

の結果
けっか

  

（5） 議事録
ぎじろく

署
しょ

名 人
めいにん

の選 任
せんにん

に関する
かん   

事項
じこう

  

2 議事録
ぎじろく

には、総 会
そうかい

の議 長
ぎちょう

及 び
およ  

その会議
かいぎ

において選 任
せんにん

された議事録
ぎじろく

署
しょ

名 人
めいじん

2人
にん

以 上
いじょう

が署 名
しょめい

、

押 印 し
おういん  

なければならない。 

第 6 章
だい  しょう

   理事会
りじかい

 

（構 成
こうせい

）  

第 3 1 条
だい  じょう

        理事会
りじかい

は、理事
り じ

をもって構 成
こうせい

する。 

（権 能
けんのう

） 

第 3 2 条
だい  じょう

        理事会
りじかい

は、この定 款
ていかん

で定める
さだ   

もののほか、次
つぎ

の事項
じこう

を議決
ぎけつ

する。 

（1） 総 会
そうかい

に付議
ふ ぎ

すべき事項
じこう

  

（2） 総 会
そうかい

の議決
ぎけつ

した事項
じこう

の執 行
しっこう

に関 す る
かん    

事項
じこう

 

（3） その他
た

総 会
そうかい

の議決
ぎけつ

を要
よう

しない会務
かいむ

の執 行
しっこう

に関する
かん   

事項
じこう

 

（開 催
かいさい

） 

第 3 3 条
だい   じょう

        理事会
りじかい

は、次
つぎ

の各 号
かくごう

の 一
ひとつ

に該 当
がいとう

する場合
ばあい

に開 催
かいさい

する。 

（1） 議 長
ぎちょう

が必 要
ひつよう

と認めた
みと   

とき。 

（2） 理事
り じ

総 数
そうすう

の２ 分
  ぶん

の１以 上
いじょう

から会議
かいぎ

の目 的
もくてき

である事項
じこう

を記載
きさい

した書 面
しょめん

をもって 招 集
しょうしゅう

の

請 求
せいきゅう

があったとき。 

（3） 第 1 5 条
だい   じょう

第 6 項
だい  こう

第 5 号
だい  ごう

の規定
きてい

により、監事
かんじ

から 招 集
しょうしゅう

の 請 求
せいきゅう

があったとき。  

（ 招 集
しょうしゅう

） 

第 3 4 条
だい   じょう

       理事会
りじかい

は、議 長
ぎちょう

が 招 集
しょうしゅう

する。 

2  議 長
ぎちょう

は、前 条
ぜんじょう

第 2 号
だい  ごう

及 び
およ  

第 3 号
だい ごう

の規定
きてい

による 請 求
せいきゅう

があったときは、その日
ひ

から15日
にち

以内
いない

に

理事会
りじかい

を 招 集
しょうしゅう

しなければならない。 

3  理事会
りじかい

を 招 集
しょうしゅう

するときは、会議
かいぎ

の日時
にちじ

、場所
ばしょ

、目 的
もくてき

及 び
およ  

審議
しんぎ

事項
じこう

を記載
きさい

した書 面
しょめん

をもって、少
すく

 

なくとも５ 日 前
  にちまえ

までに通知
つうち

しなければならない。 

（理事会
りじかい

の議 長
ぎちょう

） 

第 3 5 条
だい   じょう

        理事会
りじかい

の議 長
ぎちょう

は、議 長
ぎちょう

がこれに当たる
あ   

。 

（議決
ぎけつ

） 
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第 3 6 条
だい   じょう

        理事会
りじかい

における議決
ぎけつ

事項
じこう

は、 第 3 4 条
だい   じょう

第 3 項
だい  こう

の規定
きてい

によってあらかじめ通知
つうち

した

事項
じこう

とする。ただし、議事
ぎ じ

が 緊 急
きんきゅう

を要する
よう   

もので、出 席
しゅっせき

した理事
り じ

の２ 分
  ぷん

の１以 上
いじょう

の同意
どうい

があった場合
ばあい

は、この限 り
かぎ  

ではない。     

2  理事会
りじかい

の議事
ぎ じ

は、出 席
しゅっせき

した理事
り じ

の過半数
かはんすう

をもって決 し
けっ  

、可否
か ひ

同 数
どうすう

のときは、議 長
ぎちょう

の決 す る
けっ    

と

ころによる。 

（ 表 決 権
ひょうけつけん

等
など

） 

第 3 7 条
だい  じょう

        各理事
かくりじ

の 表 決 権
ひょうけつけん

は、 平 等
びょうどう

なるものとする。 

2 やむを得ない
   え    

理由
りゆう

のため理事会
りじかい

に 出 席
しゅっせき

できない理事
り じ

は、あらかじめ通知
つうち

された事項
じこう

について書 面
しょめん

を

もって 表 決
ひょうけつ

することができる。 

3 前 項
ぜんこう

の規定
きてい

により 表 決
ひょうけつ

した理事
り じ

は、 前 条
ぜんじょう

及 び
およ  

次
じ

条
じょう

第 1 項
だい  こう

の適 用
てきよう

については、理事会
りじかい

に

出 席
しゅっせき

したものとみなす。 

4 理事会
りじかい

の議決
ぎけつ

について、特 別
とくべつ

の利害
りがい

関 係
かんけい

を有 す る
ゆう    

理事
り じ

は、その議事
ぎ じ

の議決
ぎけつ

に加 わ る
くわ    

ことができ

ない。 

（議事録
ぎじろく

）  

第 3 8 条
だい  じょう

        理事会
りじかい

の議事
ぎ じ

については、次
つぎ

の事項
じこう

を記載
きさい

した議事録
ぎじろく

を作 成
さくせい

しなければならない。 

（1） 日時
にちじ

及 び
およ  

場所
ばしょ

 

（2） 理事
り じ

総 数
そうすう

、出 席 者 数
しゅっせきしゃすう

及 び
およ  

出 席 者
しゅっせきしゃ

氏名
しめい

（書 面
しょめん

表 決 者
ひょうけつしゃ

にあっては、その旨
むね

を付記
ふ き

するこ

と。）  

（3） 審議
しんぎ

事項
じこう

 

（4） 議事
ぎ じ

の経過
けいか

の概 要
がいよう

及 び
およ  

議決
ぎけつ

の結果
けっか

  

（5） 議事録
ぎじろく

署
しょ

名 人
めいにん

の選 任
せんにん

に関する
かん   

事項
じこう

  

2 議事録
ぎじろく

には、議 長
ぎちょう

及 び
およ  

その会議
かいぎ

において選 任
せんにん

された議事録
ぎじろく

署
しょ

名 人
めいにん

2人
にん

以 上
いじょう

が署 名
しょめい

、押 印
おういん

しなけ

ればならない。 

第 7 章
だい  しょう

  資産
しさん

及 び
およ  

会 計
かいけい

 

（資産
しさん

の構 成
こうせい

） 

第 3 9 条
だい  じょう

     この団 体
だんたい

の資産
しさん

は、次
つぎ

の各 号
かくごう

に掲げる
かか   

ものをもって構 成
こうせい

する。 

（1） 設 立
せつりつ

当 初
とうしょ

の財 産
ざいさん

目 録
もくろく

に記載
きさい

された資産
しさん

 

（2） 会費
かいひ

 

（3） 寄付
き ふ

金 品
きんぴん

  

（4） 財 産
ざいさん

から 生 じ る
しょう    

収 入
しゅうにゅう
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（5） その他
た

の 収 入
しゅうにゅう

 

（資産
しさん

の区分
くぶん

） 

第 4 0 条
だい  じょう

 この団 体
だんたい

の資産
しさん

は、非営利
ひえいり

活 動
かつどう

に 係 る
かかわ   

事 業
じぎょう

に関する
かん   

資産
しさん

と、その他
  た

の事 業
じぎょう

に関する
かん   

資産
しさん

とする。 

（資産
しさん

の管理
かんり

） 

第 4 1 条
だい  じょう

  この団 体
だんたい

の資産
しさん

は、議 長
ぎちょう

が管理
かんり

し、その方 法
ほうほう

は、総 会
そうかい

の議決
ぎけつ

を経て
へ  

、議 長
ぎちょう

が別
べつ

に定める
さだ   

。 

（会 計
かいけい

の区分
くぶん

） 

第 4 2 条
だい  じょう

  この団 体
だんたい

の会 計
かいけい

は、非営利
ひえいり

活 動
かつどう

に 係 る
かかわ  

事 業
じぎょう

に関する
かん   

会 計
かいけい

と、その他
  た

の事 業
じぎょう

に

関する
かん   

会 計
かいけい

とする。 

（事 業
じぎょう

計 画
けいかく

及 び
およ  

予算
よさん

） 

第 4 3 条
だい   じょう

      この団 体
だんたい

の事 業
じぎょう

計 画
けいかく

及 び
およ  

これに 伴 う
ともな  

収 支
しゅうし

予算
よさん

は、議 長
ぎちょう

が作 成
さくせい

し、理事会
りじかい

の議決
ぎけつ

を経なければ
へ     

ならない。 

（暫 定
ざんてい

予算
よさん

） 

第 4 4 条
だい   じょう

       前 条
ぜんじょう

の規定
きてい

にかかわらず、やむを得ない
  え  

理由
りゆう

により予算
よさん

が成 立
せいりつ

しないときは、議 長
ぎちょう

は、

予算
よさん

成 立
せいりつ

の日
ひ

まで前 事 業
ぜんじぎょう

年度
ねんど

の予算
よさん

に 準 じ
じゅん  

収 入
しゅうにゅう

支 出
ししゅつ

することができる。 

2     前 項
ぜんこう

の 収 入
しゅうにゅう

支 出
ししゅつ

は、 新 た
あらた  

に成 立
せいりつ

した予算
よさん

の 収 入
しゅうにゅう

支 出
ししゅつ

とみなす。 

（予備費
よ び ひ

の設 定
せってい

及 び
およ  

使用
しよう

）  

第 4 5 条
だい   じょう

       予算
よさん

超 過
ちょうか

又
また

は予算外
よさんがい

の支 出
ししゅつ

に充てる
あ   

ため、予算中
よさんなか

に予備費
よ び ひ

を設ける
もう   

ことができる。 

2   予備費
よ び ひ

を使用
しよう

するときは、理事会
りじかい

の議決
ぎけつ

を経なければ
へ     

ならない。 

（予算
よさん

の追加
ついか

及 び
およ  

更 正
こうせい

） 

第 4 6 条
だい   じょう

       予算
よさん

作成後
さくせいご

にやむを得ない
   え   

事由
じゆう

が生 じ た
しょう   

ときは、理事会
りじかい

の議決
ぎけつ

を経て
へ  

、既定
きてい

予算
よさん

の追加
ついか

又
また

は更 正
こうせい

をすることができる。  

（事 業
じぎょう

報 告
ほうこく

及 び
およ  

決 算
けっさん

）  

第 4 7 条
だい   じょう

       この団 体
だんたい

の事 業
じぎょう

報 告 書
ほうこくしょ

、収 支
しゅうし

決 算 書
けっさんしょ

、及 び
およ  

財 産
ざいさん

目 録
もくろく

等
など

の決 算
けっさん

に関 す る
かん    

書 類
しょるい

は、毎 事 業
まいじぎょう

年度
ねんど

終 了 後
しゅうりょうご

、速やか
すみ   

に、議 長
ぎちょう

が作 成
さくせい

し、監事
かんじ

の監査
かんさ

を受け
う  

、総 会
そうかい

の議決
ぎけつ

を経なければ
へ     

ならない。 

2   決 算 上
けっさんじょう

剰 余
じょうよ

金
きん

を 生 じ た
しょう    

ときは、次
じ

事 業
じぎょう

年度
ねんど

に繰り越す
く  こ  

ものとする。  

（事 業
じぎょう

年度
ねんど

） 

第 4 8 条
だい    じょう

        この団 体
だんたい

の事 業
じぎょう

年度
ねんど

は、毎 年
まいとし

４ 月
  がつ

１ 日
ついたち

に始まり
はじ   

翌 年
よくとし

３ 月
  がつ

３１日
   にち

に終わる
お   

。 

（臨機
りんき

の措置
そ ち

） 

第 4 9 条
だい   じょう

        予算
よさん

をもって定める
さだ   

もののほか、借 入 金
かりいれきん

の借り入れ
か  い  

その他
   た

新 た
あら  

な義務
ぎ む

の負担
ふたん

をし、
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又
また

は権利
けんり

の放棄
ほうき

をしようとするときは、理事会
りじかい

の議決
ぎけつ

を経なければ
へ     

ならない。 

第 8 章
だい  しょう

定 款
ていかん

の変 更
へんこう

及 び
およ  

解 散
かいさん

 

（定 款
ていかん

の変 更
へんこう

） 

第 5 0 条
だい  じょう

        この団 体
だんたい

が定 款
ていかん

を変 更
へんこう

しようとするときは、総 会
そうかい

に 出 席
しゅっせき

した正 会 員
せいかいいん

の２ 分
  ぶん

の

１以 上
いじょう

の多数
たすう

による議決を経なければならない。 

（解 散
かいさん

） 

第 5 1 条
だい   じょう

         この団 体
だんたい

は、次
つぎ

に掲げる
かか   

事由
じゆう

により解 散
かいさん

する。 

（1） 総 会
そうかい

の決議
けつぎ

  

（2） 目 的
もくてき

とする非営利
ひえいり

活 動
かつどう

に 係 る
かかわ  

事 業
じぎょう

の成 功
せいこう

の不能
ふのう

 

（3） 正 会 員
せいかいいん

の欠 亡
けつぼう

 

（4） 破産
はさん

2 前 項
ぜんこう

第 1 号
だい  ごう

の事由
じゆう

によりこの団 体
だんたい

が解 散
かいさん

するときは、 出 席
しゅっせき

した正 会 員
せいかいいん

の２ 分
  ぶん

の

１以 上
いじょう

の 承 諾
しょうだく

を得なければ
え     

ならない。 

（残余
ざんよ

財 産
ざいさん

の帰属
きぞく

） 

第 5 2 条
だい   じょう

         この団 体
だんたい

が解 散
かいさん

（合 併
がっぺい

又
また

は破産
はさん

による解 散
かいさん

を除 く
のぞ  

。）したときに残 存
ざんぞん

する財 産
ざいさん

は、 D P I
でぃーぴーあい

日本
にほん

会議
かいぎ

に譲 渡
じょうと

するものとする。 

第 9 章
だい  しょう

雑 則
ざっそく

 

（細 則
さいそく

） 

第 5 3 条
だい   じょう

     この定 款
ていかん

の施行
しこう

について必 要
ひつよう

な細 則
さいそく

は、理事会
りじかい

の議決
ぎけつ

を経て
へ  

、議 長
ぎちょう

が

これを定 め
さだ  

る。 

附則
ふそく

 

1. この定 款
ていかん

は、この団 体
だんたい

の成 立
せいりつ

の日
ひ

から施行
しこう

する。 

2. この団 体
だんたい

の設 立
せつりつ

当 初
とうしょ

の名誉
めいよ

議 長
ぎちょう

、役 員
やくいん

及び
およ  

理事
り じ

は、次
つぎ

に掲げる
かか     

者
もの

とする。 

 

名誉
めいよ

議 長
ぎちょう

 神
かん

 田
だ

 直
なお

 也
や

（社 団
しゃだん

法 人
ほうじん

札幌市
さっぽろし

身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

協 会
きょうかい

） 

議
ぎ

  長
ちょう

 西
にし

 村
むら

 正
まさ

 樹
き

（ N P O
えぬぴーおー

 法 人
ほうじん

Ｄ Ｐ Ｉ
でぃーぴーあい

日本
にほん

会議
かいぎ

副 議 長
ふくぎちょう

） 

副
ふく

 議
ぎ

 長
ちょう

 竹
たけ

 田
だ

   保
たもつ

（ N P O
えぬぴーおー

 法 人
ほうじん

ホップ
ほ っ ぷ

障 害 者
しょうがいしゃ

地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

センター
せ ん た ー

代 表
だいひょう

）  

同
どう

    三
み

 浦
うら

 正
まさ

 春
はる

（団 体
だんたい

調 整 中
ちょうせいちゅう

）  

同
どう

      山
やま

 崎
ざき

 多美子
た み こ

（北 海 道
ほっかいどう

精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

回 復 者
かいふくしゃ

ｸﾗﾌﾞ
くらぶ

連 合 会
れんごうかい

会 長
かいちょう

）  

事務
じ む

局 長
きょくちょう

 我
わが

 妻
つま

   武
たけし

（ 障 害 者
しょうがいしゃ

情 報 誌
じょうほうし

メビウス
め び う す

代 表
だいひょう

） 

事務局
じむきょく

次 長
じちょう

 浅
あさ

 香
か

 博
ひろ

 文
ふみ

（社 団
しゃだん

法 人
ほうじん

札幌市
さっぽろし

身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

協 会
きょうかい

事務局
じむきょく

次 長
じちょう

）  
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同
どう

      今
いま

 田
だ

 雅
まさ

 子
こ

（北
きた

のポリオ
ぽ り お

の会
かい

会 長
かいちょう

）  

同
どう

   本
ほん

 間
ま

 秀
ひで

 行
ゆき

（全 国
ぜんこく

インターネット
い ん た ー ね っ と

患 者 会
かんじゃかい

 i d d m
あいあいでぃー

.21 会 長
かいちょう

） 

理
り

   事
じ

 赤
あか

 坂
さか

   勝
まさる

（社 団
しゃだん

法 人
ほうじん

北 海 道
ほっかいどう

身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

協 会
きょうかい

会 長
かいちょう

）  

同
どう

   阿
あ

 部
べ

 史
し

 郎
ろう

（北 海 道
ほっかいどう

青 い
あお  

芝
しば

の会
かい

会 長
かいちょう

） 

同
どう

   太
おお

 田
た

 隆
たか

 男
お

（ 精 神
せいしん

障 害
しょうがい

回 復 者
かいふくしゃ

社 会
しゃかい

参加
さんか

促 進
そくしん

協 会
きょうかい

事務
じ む

局 長
きょくちょう

／ 

社 会
しゃかい

参加
さんか

共 同
きょうどう

作 業 所
さぎょうじょ

）  

同
どう

   小山内
おさない

 美智子
み ち こ

（札 幌
さっぽろ

いちご会
かい

会 長
かいちょう

） 

同
どう

   小
お

 田
だ

   隆
たかし

（財 団
ざいだん

法 人
ほうじん

北 海 道
ほっかいどう

難 病 連
なんびょうれん

代 表
だいひょう

理事
り じ

）  

同
どう

   川
かわ

 見
み

 俊
とし

 男
お

（ N P O
えぬぴーおー

 法 人
ほうじん

札幌市
さっぽろし

肢体
したい

障 害 者
しょうがいしゃ

協 会
きょうかい

理事長
りじちょう

） 

同
どう

   香
こう

 西
さい

 和
かず

 則
のり

（釧路
くしろ

在 宅
ざいたく

障 害 者
しょうがいしゃ

の会
かい

）  

同
どう

   小
こ

 谷
たに

 晴
せい

 子
こ

（ N P O
えぬぴーおー

 法 人
ほうじん

札 幌
さっぽろ

アシスト
あ し す と

センター
せ ん た ー

・マザー
ま ざ ー

理事長
りじちょう

） 

同
どう

   佐
さ

 藤
とう

 勝
かつ

 美
み

（北 海 道
ほっかいどう

盲 導 犬
もうどうけん

協 会
きょうかい

視覚
しかく

障 害
しょうがい

仲間会
なかまかい

会 長
かいちょう

） 

同
どう

   佐
さ

 藤
とう

 喜
き

美代
み よ

（ N P O
えぬぴーおー

法 人
ほうじん

自立
じりつ

生 活
せいかつ

センター
せ ん た ー

さっぽろ理事長
りじちょう

） 

同
どう

   佐
さ

 藤
とう

 正
まさ

 尋
ひろ

（全 国
ぜんこく

公 的
こうてき

介護
かいご

保 障
ほしょう

要 求 者
ようきゅうしゃ

組 合
くみあい

北 海 道
ほっかいどう

支部
し ぶ

代 表
だいひょう

） 

同
どう

   土
ど

 井
い

 正
しょう

 三
ぞう

（小規模
しょうきぼ

作 業 所
さぎょうじょ

あしの会
かい

会 長
かいちょう

） 

同
どう

   幡
はた

 本
もと

 慎
しん

一 郎
いちろう

（北 海 道
ほっかいどう

ストローク
す と ろ ー く

(脳
のう

卒 中
そっちゅう

)友
とも

の会
かい

会 長
かいちょう

） 

同
どう

   濱
はま

 田
だ

 勝
かつ

 夫
お

（ 旭 川
あさひかわ

障 害 者
しょうがいしゃ

問 題
もんだい

を 考 え る
かんが    

会
かい

）  

同
どう

   中
なか

 岡
おか

 良
りょう

 司
じ

（団 体
だんたい

調 整 中
ちょうせいちゅう

・ D P I
でぃーぴーあい

ｵ ﾎ ｰ ﾂ ｸ
おほーつく

研 究 会
けんきゅうかい

会 長
かいちょう

） 

同
どう

   石
いし

 澤
ざわ

 利
とし

 巳
み

（札幌市
さっぽろし

小規模
しょうきぼ

作 業 所
さぎょうじょ

連 絡 協
れんらくきょう

議会
ぎかい

会 長
かいちょう

） 

監
かん

   事
じ

  白
しら

 戸
と

 一
かず

 秀
ひで

（社 会
しゃかい

福祉
ふくし

法 人
ほうじん

北 海 道
ほっかいどう

社 会
しゃかい

福 祉 協
ふくしきょう

議会
ぎかい

事務局
じむきょく

次 長
じちょう

）  

同
どう

      棟
とう

   達
たつ

 也
や

（棟
とう

税理士
ぜいりし

事務所
じむしょ

） 

3. この団 体
だんたい

の設 立
せつりつ

当 初
とうしょ

の事 業
じぎょう

計 画
けいかく

及 び
およ  

収 支
しゅうし

予算
よさん

は、第 4 3 条
だい   じょう

の規定
きてい

にかかわらず、設 立
せつりつ

総 会
そうかい

の定 め る
さだ    

ところによるものとする。 

4. この団 体
だんたい

の設 立
せつりつ

当 初
とうしょ

の事 業
じぎょう

年度
ねんど

は、 D P I
でぃーぴーあい

北 海 道
ほっかいどう

ブロック
ぶ ろ っ く

会議
かいぎ

準 備 室
じゅんびしつ

を含めて
ふく   

第 4 9 条
だい   じょう

の規定
きてい

によるものとする。  

5. この団 体
だんたい

の設 立
せつりつ

当 初
とうしょ

の会費
かいひ

は、 第 8 条
だい  じょう

の規定
きてい

にかかわらず年
ねん

に次
つぎ

に掲げる
かか   

額
がく

とする。 

①正 会 員
せいかいいん

（団 体
だんたい

） 会費
かいひ

 10,000円
えん

（一 口
ひとくち

） 

②未来
みらい

会 員
かいいん

（個人
こじん

） 会費
かいひ

 5,000円
えん

（一 口
ひとくち

） 

③特 別
とくべつ

賛 助
さんじょ

会 員
かいいん

会費
かいひ

 100,000円
えん

（一 口
ひとくち

） 

④賛 助
さんじょ

会 員
かいいん

(団 体
だんたい

) 会費
かいひ

 30,000円
えん

（一 口
ひとくち

）（個人
こじん

） 会費
かいひ

 10,000円
えん

（一 口
ひとくち

） 

附則
ふそく

 

1. この定 款
ていかん

は、2009年
ねん

6月
がつ

13日
にち

から施行
しこう

する。 

附則
ふそく

 

1. この定 款
ていかん

は、2016年
ねん

12月
がつ

3日
みっか

から施行
しこう

する。 
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